
医⼯連携イノベーション推進事業
令和３年度概算要求額 25.0億円（21.4億円）

事業の内容

成果⽬標
本事業による助成終了後、5年経過した時点で採択の30%以上の製品
について上市（事業化）を⽬指します。

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

補助（定額）

国 (研)⽇本医療研究
開発機構(AMED)

補助（2/3）

委託
⺠間企業等

事業イメージ

《医療機器開発⽀援ネットワーク体制》
医療機器開発・事業化の知⾒・ノウハウを活⽤した
伴⾛コンサルにより切れ⽬ない⽀援を実施します

市場探索・
コンセプト設計

開発・試験

製造・ｻｰﾋﾞｽ
供給体制

販売・
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

上市

販売後
改良

ネットワークによる伴⾛コンサル(開発・事業化のノウハウ⽀援)

医療機関、⾦融機関・ファンド、
学会、弁護⼠、弁理⼠、販売
業界、コンサル企業・機関等

専⾨家

事務局
(AMED)

相談者
医療機器開発⽀援ネットワーク（事務局︓AMED）

地域⽀援機関
連携・⽀援

専⾨⽀援機関
⾃治体、商⼯会議所、
公設試 等

PMDA、産総研、JETRO、
国衛研、医療機器センター 等

商務・サービスG 医療・福祉機器産業室
03-3501-1562

事業⽬的・概要
 医療ニーズに応えるための医療機器の開発について、我が国の中⼩企業が
有する⾼度なものづくり技術を活⽤した開発・事業化を⽀援します。

 特に、国際競争⼒のある⽇本発の⾼度管理医療機器の開発やベンチャー
企業の参⼊を促進し、医療機器産業のイノベーションを推進します。

 令和３年度においては、新型コロナウイルス感染症に対応する学会と連携
し、優れた医療機器の開発に対する⽀援を⾏います。

 また、医療機器の開発に際し、知財・法務等の課題や、異業種からの新
規参⼊、国際展開に関する課題に対応するため、全国76カ所に展開する
『医療機器開発⽀援ネットワーク』を通じ、専⾨コンサルタントによる対⾯助
⾔（伴⾛コンサル）等を⾏い、切れ⽬ない⽀援を実施します。

 地域が持つ特⻑を活かした医療機器開発が⾏われる環境を整備すること
により、医療機器産業集積（エコシステム）の形成を図ります。

（２）医療機器開発⽀援ネットワークの充実（令和２〜６年度）

（１）医療機器開発・事業化の⽀援（令和２〜６年度）

 ものづくり企業、ベンチャー企業、学会、医療機関等の連携により⾏う、医療現場
のニーズ に応える医療機器の開発・事業化を⽀援します。
・補助対象経費上限︓１億円/年 ・補助率︓2/3 ・事業期間︓3年程度
※治験を実施するテーマの補助対象経費の上限1.5億円/年
 ベンチャー企業の参⼊促進を図るため、ベンチャーキャピタルによる対応が困難な
アーリーステージの取り組み（コンセプトの実証等）を⽀援します。
・事業規模︓2,000万円/件（委託） ・事業期間︓2年


